
最高裁秘書第2080号

令和3年7月2日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

蕊最高裁判所事務総長 ・中村

司法行政文書開示通知書

5月31日付け（6月2日受付，第030240号）で申出のありました司法行

政文書の開示について,下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1） 「家庭局News (Vo l . 69) ｣ (片面で1枚）

（2） 「家庭局News (Vo l . 70) ｣ (片面で1枚）

（3） 「家庭局News (Vo l . 71) ｣ (片面で1枚）

（4） 「家庭局News (Vo l . 72) ｣ (片面で1枚）

（5） 「家庭局News (Vo l . 73) ｣ (片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の(2)の文書には，公にすることにより裁判所の情報セキュリティの確保に支

障を及ぼすおそれがある情報が記載されており， この情報は，行政機関情報公開

法第5条第6号に定める不開示情報に相当することから， この情報が記載されて

いる部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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令和3年4月19日
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これさえ見れば分かる

L 」

｢非開示希望情報の管理」｢非開示希望情報の管理」 のポイントのポイント

1当事者への事前説明 2関係職種間で共有

I

’

特に，調停委員は，当事者から書面を直接

受領する機会も多いため，非開示希望情報

の取扱いについて調停委員と認識を共有し

ておくことが重要です。

提出書面の管理は当事者自身の責任です。

事前にきちんと当事者へ説明しておきま

しょう。

当事者からの書面受領時には一度立ち止まって非開示希望情報の有無を確認！

もし，非開示希望情報が含まれていた場合は

[:嘉篭鱸蝋纈るよう腱＃

鷺にi霞駕鰯豐纂&鱸驫慧獣“
の適切な管理について」や各庁におけるマニュアル等を熟読しましょう

調停制度は令和4年についに100周年を迎えます。

裁判所全体で盛り上げていきましょう ！

Z 922－2022
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最近成立した法律等の情報1才、

随時ファミIjんに掲載しているよ。
不正の兆候がある場合lさ､速やかに

裁判官や主任書記官等に相識する
ことが大事！被害拡大の防止措置
について検討するごとになるよ。
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’ お任せあれ1 1

‘ わたくしに
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わたくしに弓、
お任せあれ1 ！

今年度,…性を

さん☆☆

担当するあなたへ…
ファミリんには，少年係の皆さんに役立つコンテンツが盛りだく
どれを見るか迷うあなたは，下のSTARTT!から始めてみてね！

か－＜んが，特にあなたにおすすめのコンテンツを紹介するよ》

※ファミリんにログインしてから,各コンテンツをクリックしてね！
"f,)ツ些,｡

､START!!/
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や最近の審判例として

審判書参考例を
）掲載しているよ！

クできる

よI家裁調査官にも参

考になるよ！
同

載ってます！
×


